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工     種 項  目 規格値(㎜) 測 定 基 準 

13 

 

た 

 

め 

 

池 

 

改 

 

修 

 

工 

 

事 

堤体工 基準高(V) ○±100  線的なものについては施

工延長おおむね 20ｍにつ

き１箇所の割合で測定す

る。  

上記未満は２箇所測定す

る。 

堤幅(W) ○－100  

法長(L) ○－100  

施工延長 ○－200 

洪水吐工 基準高(V) ○±30 基準高、幅、厚さ、高さ、

中心線のズレについては

施工延長１スパンにつき

１箇所の割合で測定する。  

箇所単位のものについては

適宜構造図の寸法表示箇所

を測定する。 

幅(B) ○±30 

厚さ(T) ○±20 

高さ(H) ○±30 

中心線の

ズレ(e) 

直線部 ○±50 

曲線部 ○±100 

スパン長

(L) 

直線部 ○±20 

曲線部 ○±30 

施工延長

(又は長さ) 

○－150 
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管  理  方  式 

測 定 箇 所 標 準 図 摘   要 
管理図表

によるも

の  

結果一覧

表による

もの  

構造図に

朱記，併

記するも

の 

基準高、堤

幅、法長で 

20 点以上

のもの 

左記のも

ので 20 点

未満のも

の及び施

工延長 

左記のも

ので箇所

単位のも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 鋼土の幅は

盛土高 1ｍ毎

に管理する。  

2 測定は原則

として、水平

距離とする

が、法長の場

合は斜距離と

する。  

3 出来形測定

と写真は同一

箇所で行う。  

4 出来形図は

横断図面を利

用して作成す

る。 

基準高、

幅、厚さ、

高さ、中心

線のズレ、

スパン長

で 20 点以

上のもの 

左記のも

ので 20 点

未満のも

の及び施

工延長 

箇所単位

の構造物

に つ い

て、基準

高、幅、

厚さ、高

さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スパン長の標

準を９ｍとし

た場合。 

 

Ｌ 1 

Ｌ 2 

ｗ 2   

ｗ 1   

Ｌ 3   

Ｖ 

Ｃ Ｌ 

e 

  

Ｌ   

Ｖ 

Ｂ 1   

Ｂ 2   

Ｃ 

Ｔ 1   

Ｈ 

Ｔ 5   

Ｔ 2   

Ｔ 3   

Ｔ4 
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工     種 項  目 規格値(㎜) 測 定 基 準 

13 

 

た 

 

め 

 

池 

 

改 

 

修 

 

工 

 

事 

樋管工  

同上付帯構造物(土砂吐

ゲート等) 

基準高(V) ○±30  基準高、幅、厚さ、高さ、

中心線のズレについては施

工延長 10ｍにつき１箇所

の割合で測定する。ジョイ

ント間隔については，１本

毎に測定する。  

箇所単位のものについては

適宜構造図の寸法表示箇所

を測定する。 

幅(B) ○－20  

厚さ(T) ○－20  

高さ(H) ○－20  

中心線の

ズレ(e) 

直線部 ○±50 

曲線部 ○±100 

施工延長 ○－150 
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管  理  方  式 

測 定 箇 所 標 準 図 摘   要 
管理図表

によるも

の  

結果一覧

表による

もの  

構造図に

朱記、併記

するもの 

 

基準高、

幅、厚さ、

高さ、中心

線のズレ、

ジョイン

ト間隔で 

20 点以上

のもの 

左記のも

ので 20 点

未満のも

の及び施

工延長 

箇所単位

の構造物

について、

基準高、

幅、厚さ、

高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 基準高(Ｖ) は

管底を原則とす

る。 

2 プレキャスト

コンクリート製

品使用の場合で

ある。  

3 斜樋等付帯構

造物は土木工事

施工管理基準 1 

共通工事のコン

クリート付帯構

造物に準ずる。た

だ し 、 基 準 高 

(Ｖ)は，取水孔

(ゲート中心)の

標高とし、高さ

(Ｈ)は斜面直角

方向とする。 

 

Ｂ 1 

ｅ 

Ｈ 
Ｖ 

Ｂ 2 


